
 

を設けること。 

 ⑷ 第１２条第５項の規定にかかわらず、同項第１号の共用室を設けること。 

 ⑸ 居室の床面積の改善についての計画を、市と協議の上作成すること。 

 ⑹ 前号の規定により作成した計画を市長に提出するとともに、段階的かつ

計画的に第１２条第６項第１号ウに規定する基準に適合するよう必要な改

善を行うこと。 

４ 前項の規定により無料低額宿泊所としての利用に供する建物については、

同項第６号の規定による必要な改善が図られない限り、新たな居室の増築は

できない。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

社会福祉法第６８条の５第１項の規定に基づき、無料低額宿泊所の設備及び

運営に関する基準を定めるため、この条例を制定するものである。 

 

 

議案第１６０号 

 

川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

令和元年１１月２５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

   川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年川崎市条例第７０号）

の一部を次のように改正する。 

目次中「・第１７条」を「～第１８条」に改める。 

第１７条を第１８条とし、第１６条を第１７条とし、第５章中同条の前に次

の１条を加える。 

 （災害弔慰金等支給審査委員会） 

第１６条 法第１８条の規定に基づき、川崎市災害弔慰金等支給審査委員会（以

下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関

する事項を調査審議する。 

３ 委員会は、委員５人以内で組織する。 

４ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 医師 

議案第１６０号



 ⑵ 法律及び社会福祉に関する専門的な知識経験を有する者 

５ 委員の任期は、２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。 

６ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

規則で定める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害弔慰金等支給審査

委員会を設置するため、この条例を制定するものである。 




